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深刻化するイラク情勢と復興の可能性 

～イラク戦争と復興の過程における諸問題を踏まえて～ 
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１．はじめに 

2003年３月、米国等がイラクに対する武力攻撃を開始し、同年５月にブッシュ大統領が

「主要な戦闘の終結」を宣言してから４年半が経過しようとしている。この間イラクは、

米国等による占領統治を経ながらも、2006年５月に正式政権を発足させるなど復興のため

の政治プロセスを進展させてきた。また、イラクの復興に向けた取組に対し、我が国を始

め各国からの支援も実施されてきた。 

しかしながら、同国内の情勢を見ると、駐留を続ける米軍等に対するテロや襲撃が依然

として頻発し、米軍人の死者数は3,800人を超えた1。加えて、イスラム教の各宗派間、民

族間における抗争や、同じ宗派内における政治的な対立も依然として続いている。また、

こうしたテロ・抗争の背後に国際テロ組織の流入やイラン等の周辺国による介入も指摘さ

れ、イラクの状況は一部で「内戦状態」と表現されるほど治安悪化が進んでいる。 

一方、治安面の悪化に伴い、市民生活に必須である電力等の基礎的インフラの復旧が遅

れ、石油開発等を中心とした経済復興も一向に進んでいない。こうした市民生活の不安は、

政権の統治能力に対する不信を募らせ、さらなる混乱と治安の悪化を引き起こすという悪

循環が続いており、復興への道程はなお不透明である。 

本稿では、2003年の米国等によるイラク戦争開始前後から現在に至るまでの経緯を概観

するとともに、占領統治と民主化過程における諸問題、宗派間・民族間抗争発生の背景等

の観点からイラク国内の混乱の原因、問題点を整理し、現状に対する認識を深めたい。ま

た、これらを踏まえ、今後のイラク復興の在り方と可能性を検討したい。 

 

２．イラク戦争の経緯と問題点 

（１）イラク戦争開戦に至るまでの経緯 

冷戦後、ソ連が消滅したことを受け、米国においては「地域的な覇権国家による大量破

壊兵器の拡散」が主たる脅威の対象として認識されていたが、2001 年９月 11 日の米国同

時多発テロ事件は、この脅威の重点を、「大量破壊兵器を使用したテロ及びこれを支援する

国家」へと変容させたと考えられる。また、同テロ事件は、米国の安全保障上の戦略にも

影響を与えたと見られる。具体的には、主として①戦略及び戦力体制が、特定の「脅威」

に対抗しようとするもの（脅威ベース）から脅威が持つ「能力」に対抗しようとするもの

（能力ベース）へと再編され、テロ等へのより柔軟かつ迅速な対応を可能とし、②抑止力

のみに依存した戦略から、必要に応じて対象となる主体への先制攻撃の可能性をも含むも



28 立法と調査 2007.10 No.274 

のへと修正されたほか、③米国本土の防衛を重視した総合的な政策の変更等が行われた2。 

ブッシュ大統領は、2002 年１月の年頭教書において、「テロとの闘い」を継続する決意

を示すとともに「テロ支援国家が大量破壊兵器を使って米国と同盟国を脅かすのを阻止す

る」と明言し、北朝鮮、イラン及びイラクを「悪の枢軸」として非難した。また、同年６

月の演説においてブッシュ大統領は、「米国の安全を確保する最善の道は、敵が隠れて計画

を練っているところを攻撃することだ」と述べ、先制攻撃の可能性をも示唆した。また、

2002 年９月に発表された「国家安全保障戦略（ブッシュ・ドクトリン）」は、ブッシュ政

権の方針と米国の安全保障戦略上の変容を如実に反映し、「テロの撲滅」、「大量破壊兵器に

よる脅威の阻止」、「先制攻撃の可能性」等を明確にするものとなった3。 

米国の安全保障戦略上の変容が明確化する一方、ブッシュ大統領は９月の国連総会の場

で、「イラクは1991年の国連安保理決議を破り、テロ組織を支援し続けている」とし、ア

ルカイダとの関係や大量破壊兵器に関する疑惑を指摘してイラクの脅威を強調した。10月、

米国議会も上下両院ともブッシュ政権によるイラク攻撃容認決議を採択し、米国内的には

国連の手続きとは無関係に攻撃を開始する態勢が整った。 
11 月８日、国連安保理は、イラクに対して「最後の機会」を与えることを内容とする安

保理決議1441（次頁参照）を採択した。イラクは11月 13日に同決議を受諾する旨を国連

に通告し、これにより国連査察団による査察が再開された。その後、2003 年１月 27 日、

国連安保理に対して査察の報告書が提出されたが、イラク側の査察への協力姿勢は不十分

であり、大量破壊兵器問題の解決に繋がっていない旨が指摘された。 

ブッシュ大統領は2003年１月の年頭教書演説において、「無法者政権」が最大の脅威で

あるとして北朝鮮、イランを非難するとともに、イラク・フセイン政権の非人道性と同国

の脅威に対して「同盟を率いて武装解除させる」と述べ、イラクへの攻撃を示唆した。米

国は英国・スペインなどと共に査察の打ち切りを主張し、イラク攻撃に対する各国の支持

と新たな安保理決議を得るべく外交攻勢を仕掛けた。しかし、国連安保理国であるフラン

スやロシア、ドイツなどの多くの国は査察の継続を主張し、国際社会における意見は一致

しなかった。 

米国等の外交攻勢にもかかわらず、３月 17 日、フランスが新たな安保理決議採択に対

する拒否権の行使を明言するなどの情勢の中で、ブッシュ大統領はイラクへの最後通告を

行った後、イラク攻撃を開始した。 

 

（２）イラク戦争の正当性に関する問題 

米国はイラク戦争を開始した理由として、これまでに①イラクの大量破壊兵器計画によ

る切迫した危険性、②フセインによる国際テロ組織アルカイダに対する支援、③イラクに

民主政府を樹立することにより中東・湾岸に安定と繁栄をもたらすという３点を挙げた4。

しかしその後、米国はイラクの大量破壊兵器の存在を確認することができず、ブッシュ大

統領は2005年 12月 14日、「フセイン政権を打倒したことは正しい判断だった」としなが

らも、大量破壊兵器に関する情報が間違っていたことを認めた5。また、ブッシュ大統領は

2006年８月21日の記者会見において、旧フセイン政権と同時多発テロとのつながりは「何 
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もない」と認め、同年９月８日、米上院情報特別委員会は、「フセイン大統領とアルカイダ

との関係は一切なかった」とする報告書を発表した6。 

また、武力攻撃の法的根拠として、米国は「湾岸戦争の停戦を明示した安保理決議 687

は大量破壊兵器の廃棄をイラクに義務付けたが、安保理決議1441によってイラクのこの義

務違反が確認された。イラクによる義務違反により停戦の根拠は失われ、多国籍軍に武力

行使を許可した安保理決議678の効力が復活した」との趣旨の説明を行った7。 

しかし、国際法の観点からは、安保理決議678がイラクのクウェートからの撤退を強制

する目的で採択されたものであることを踏まえ、イラクが既にクウェート撤退を完了して

いたにも関わらず、新たに課された義務の違反を理由として安保理決議678を「復活」さ

せ、再び武力行使の根拠として用いたことは法的に問題があるとの指摘がなされている8。

また、仮にこのような「復活」の論理が正しいとしても、こうした解釈やイラクに与えら

れた義務履行の「最後の機会」（安保理決議 1441、第２項）が失われたとする判断は、米

国や英国によってではなく安保理によってなされるべきであるとの指摘もある9。 

イラク戦争開戦の過程で、米国等がとった一連の対応に対し、アナン国連事務総長は

2003 年９月 23 日、国連総会の一般演説の中で、米国の単独行動主義を批判し、先制的な

武力行使の理論について「（国連憲章の）原則に対する根本的な挑戦」と断じ、「（武力行使

そのものの）正当性の有無に関わらず、一方的で逸脱した武力行使の拡散に道を開く前例

となる」との懸念を示した10。 

当時のイラク・フセイン政権は、大量破壊兵器に関する累次の国連安保理決議を無視す

るなど、イラク戦争への決断を促す一定の要素は存在していたと言える。ただ、それを担

保するに必要な検証や法的枠組み、国際世論の支持の不足があった点は否めず、また、国

際社会がイラク戦争の正当性を確信していない理由として、米国の同盟国・友好国の米国

に対する不信があったとする見解もある11。米国のイラク攻撃の目的と正当性に関する議

論は多々あるが12、正当性を巡る戦争開始前後から現在に至るまでの国際的な意見対立が、

イラク戦争に係る主な安保理決議の概要 

○安保理決議６７８号（1990年 11月 29日） 

・イラクが 1991 年１月 15 日以前に、イラクのクウェート侵攻を受けて採択された安保理決議 660（国連憲章 39
条の「平和の破壊」を認定）や安保理決議 661（国連憲章 41 条に基づく経済制裁を決定）等の関連諸決議を十
分に履行しない場合、クウェート政府に協力している加盟国に対し、安保理決議660及び累次の国連決議を堅持
かつ実施し、同地域における国際の平和及び安全を回復するために、あらゆる必要な手段をとる権限を付与。 

○安保理決議６８７号（1991年４月３日） 

・国連の監視の下、大量破壊兵器、射程距離150㎞以上の弾道ミサイル等の破壊、撤去又は無害化をイラクが無条
件に受け入れることを決定。 
・イラクが本決議の諸条項を受諾すれば、正式な停戦が発効することを宣言。                 

○安保理決議１４４１号（2002年 11月８日） 

・イラクは、これまでも、また依然として大量破壊兵器の廃棄等を定めた停戦決議687を含む関連安保理決議に違
反しているが、イラクに対して、関連安保理決議の下での武装解除の義務を遵守する「最後の機会」を与える。
・イラクが長期に亘り査察の実施を妨害してきた実態を踏まえ、武装解除のプロセスを完全かつ検証可能な方法で
完了させるために、強化された査察態勢を構築する。 
・イラクにさらなる違反があった場合には、即時にこれを評価するための安保理会合が開催される。 

（出所） 外務省資料等より作成
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イラク支援の面で我が国を始め、国連や国際社会の協力態勢に少なからず影響を与えてい

ることだけは確かであろう。 

 

（３）占領統治における問題点 

ア フセイン体制崩壊後の「受皿作り」の不備 

イラクでは、フセイン政権による圧政を受けて亡命した人々の中から多くの反体制運動

が発生していたが、米政権は、常にこうしたイラク国内外の反体制勢力各派との接触を維

持し、フセイン政権の転覆工作を仕掛けてきたと言われている13。 

９・11テロを受けて反体制派の動きが活発化すると、米国は反体制勢力各派への支援を

強め、フセイン政権崩壊後の「受皿作り」の推進を求めるとともに各派間の調整を促した。

しかし、結局、イラク戦争開始までにフセイン政権に代わり得る組織や協調態勢を構築す

ることはできなかった。その主な理由として、反体制勢力各派は国内に基盤を持つものと

単なる米国のパイプに過ぎないものとが混在しており、運動方針や利害関係が必ずしも一

致せず、一つに結束することができなかった点が挙げられる14。 

また、ブッシュ政権は、2002年末から年明けの時点において、一方では新体制作りの素

案作成を亡命イラク人たちに委ねておきながら、彼らが実際に暫定政権を担うことに対し

ては慎重な姿勢を示した。他方、軍事的な効率性からイラク軍によるクーデターなどの選

択肢を最後まで留保するなど、フセイン政権をいかなる形で終結させるかを明確にしなか

った。加えて、ホワイトハウス、国務省、国防総省の各機関がそれぞれ個別に検討してい

た戦後構想が整理されないまま併存していた15。こうした米政権の方針・構想の曖昧さが、

反体制勢力の結束を妨げたと考えられる。 

結局、イラク戦争終結後も、反体制勢力は限定的な役割を果たすことしかできず、フセ

イン政権崩壊後の受皿を構成することもできなかった16。このことは、受皿の存在を前提

としていた米国等による戦争終結後の占領統治に、大きな支障を及ぼすものとなった。 

イ 占領統治の主導権を巡る混乱 

イラクにおける主要な戦闘が終結に向かう中、最初に米国等によるイラク統治を担うも

のとして「イラク復興人道支援室（ＯＲＨＡ：Office of Reconstruction and Humanitarian 

Assistance）」が設置された。ＯＲＨＡを指揮したのはジェイ・ガーナー退役中将であった

が、同氏の起用は、イラク復興を巡って米政権内で国務省と国防総省との対立が続く中、

「国防総省側の人間として送り込まれた」ものであった17。しかし、ガーナーの親イスラ

エル的な姿勢がアラブ諸国から反感を買い、また、同氏が具体的な復興策を示すことがで

きなかったことなどに対する批判を受け、ブッシュ大統領は、国務省出身の元外交官であ

るポール・ブレマー氏を文民行政官として派遣することを決定した。その後、ＯＲＨＡは

ブレマー行政官の主導する「連合国暫定当局（ＣＰＡ：Coalition Provisional Authority）」

に統合され、ＣＰＡが統治行政の主体を担うこととなった18。フセイン政権崩壊後の受皿

が存在しない中、占領当局側の主導権を巡る混乱は、同時期の速やかな復興政策の実施や、

その後の治安悪化への対処等を妨げる要因となったとも考えられる。 

 



 立法と調査 2007.10 No.274 31 

ウ 占領統治における失策 

ＣＰＡが最初に取り組んだのは中央の行政官僚機構の立ち上げであったが、他に優先し

て石油省の人事が決められるなど、石油省の再建が中でも重視された。同時にＣＰＡは５

月16日、旧政権体制を払拭するとともに市民の人心を掌握することを目的として、①これ

までフセイン政権を支えてきたバアス党幹部党員を公職から追放すると同時に、②イラク

軍や国防省・情報機関を解体した。しかし、この２点は、ＣＰＡの占領統治を進める上で

大きな失策となった19。 

追放措置は、追放によって失業状態となる党員らに対する十分な補償を欠いていたため、

大量の失業者が発生することが明白であった。他方、国軍の解体は一般に、「旧戦闘員の非

武装化と、職業訓練などの社会復帰のための援助を伴うことが必須であり、そうでない場

合、多くの武器弾薬を持った失業者を大量に生じさせ、治安面に深厚な影響」を与えてし

まう20。にもかかわらず、当局は約40万人とも言われる失業者を吸収できるような雇用措

置を執らないまま放置した。６月半ばから反米ゲリラ活動が盛んになるが、この背景には、

占領下においても生活が改善されない市民や、職を失って放置されたバアス党員・軍人ら

の不満があった点が指摘されており21、反米・反政府的な旧バアス党、旧軍勢力等の発生

の端緒ともなったと考えられる。 

加えて、バアス党員の多くは自身の社会的立場を維持する目的で同党に加入していた技

術官僚、医者、大学教授などの知識人であり、これまでイラク社会の中核を担ってきたと

いう事実がある。フセイン体制下の恐怖は払拭されるべきではあったが、過剰な彼らへの

粛清が行政機能の停滞を招き、治安の悪化と復興の遅れを惹起した22点は看過できない。 

また、2003年４～７月の占領初期、米軍による占領への不満を背景とした略奪等の治安

悪化に対し、当局は石油省など自らの利害に直結する施設には部隊を派遣して防護する一

方、それ以外には何の措置も講じなかった23。こうした当局側の態度が、占領部隊に安全

と秩序の回復を期待していた市民らの信頼を損ね、復興の基盤形成を阻害したと考えられ

る。なお、当局がこうした政策を行った背景として、「最小限の地上部隊の投入で勝利を目

指す」との国防総省の意向や、「占領部隊の駐留を最短に止めたい」とする米国首脳部の強

い願望があったことなどが指摘されている24。 

米国が当初期待していたような政権の受皿が存在しなかったため、占領当局に代わって

イラクの主権を担う暫定政府の早期成立は困難となったが、こうした状況における当局の

主導権を巡る混乱、バアス党追放や国軍の解体は行政機能の停滞とイラクの治安悪化をさ

らに拡大するものとなった。加えて、治安悪化の放置は、イラク全土に無法状態を生み出

し、復興にとって不可欠な治安の回復を阻害した。この治安の空白状態は、ザルカウィな

どに率いられたテロ組織、フセイン政権の残党、サドル師などが率いるイスラム過激派組

織、アラブ民族主義者のほか、犯罪者集団などの勢力の増長を促すこととなった25。復興

の遅れと治安の悪化は相乗的に加速され、必然的に占領の長期化を招き、イラクの政治体

制にも干渉しようとする当局に対する不信感とも相まって、イラク国内全体を混乱させる

こととなる（後述）。 



32 立法と調査 2007.10 No.274 

（４）占領下のイラクにおける復興と国連の関与 

占領政策が開始されつつあったのと同時期、イラク国内における問題に加え、米国は占

領下におけるイラク復興の主導権を巡って国連との対立を深めていた。米国は国連に「極

めて重要な役割を与える」とする一方で「国連を主導的な立場に置くつもりはない」と明

言し、政治プロセスの主導やイラクの石油産業の再編成など、復興の核となる任務から国

連を排除する意図を示した。これに対し、開戦に反対したフランス、ドイツ、ロシア、中

国は、国連こそが戦後のイラクで主導的な役割を果たすべきであるとし、「復興の国際化」

を主張した26。しかし、イラク戦争における米国の圧勝は、仏独露中などに「戦後復興も

国連の関与なしに戦勝国のペースで達成されるのではないか」という焦りを生じさせ、占

領下における米英主導の復興を容認せざるを得ない状況となった27。 

こうした経緯から、安保理は2003年５月 22日、イラクの復興活動の枠組みを規定する

安保理決議1483を採択した。しかしながら、同決議は形式上こそ国連の「極めて重要な役

割」を謳いながらも、国連事務総長特別代理の活動について「占領当局と調整しつつ」と

いった文言が加えられたことなどにより、国連の役割が象徴的なものに限定される一方、

占領当局側は政治プロセスや石油産業の再生における主導権など、国際的認知の獲得に成

功し、結果的に、占領国側の権限を事後的に事実上承認することにより「国連を占領に隷

属させる」色彩の濃いものとなった28。 

この結果、対等でない関係は占領と国連の関係を曖昧にし、イラク国民の間に国連が「占

領の協力者」であるかのような印象を広めてしまい、2003 年８月 19 日、国連現地事務所

が自爆テロ攻撃を受け、デメロ国連事務総長特別代理以下24名が命を失うという国連史上

国連に係る主な安保理決議の概要 

○安保理決議１４８３号（2003年５月22日） 

・加盟国に人道支援、復旧・復興支援、安定及び安全の回復への貢献を要請。 
・関係国際法の下での米英の占領国としての特定の権限、責任、義務を認識。 
・国連が重大な役割を果たすべきことを決意し、国連事務総長特別代表の任命を要請。 
・国連事務総長特別代表の独立した責任は、主に以下の４点。 
①活動についての理事会への定期的な報告 
②イラクの紛争後のプロセスにおける国連活動の調整 
③イラクにおける人道支援・復興活動に従事する国連及び国際機関間の調整 
④占領当局と調整しつつ、決議に具体的に掲げられた活動を行う 

・経済制裁を解除（武器関連物資を除く）。 
・加盟国は自国内に存在する旧フセイン政権等に該当する個人及び団体等の資金等をイラク開発基金に移管 
することを決定。 

○安保理決議１５１１号（2003年 10月 16日） 

・イラクへの統治権限移譲等、政治プロセスを明確化。 
・国連がその重大な役割を強化すべきであることを決意し、国連の役割を明確化。 
・統合された司令部の下で、多国籍軍がイラクの安全と安定の維持に貢献するためにすべての必要な手段をと
ることを容認。 

○安保理決議１５４６号（2004年６月８日） 

・イラク暫定政府設立の是認。 
・占領の終了及びイラクの完全な主権の回復の歓迎。 
・国連の役割の明確化。 
・多国籍軍の任務の明確化。 

（出所） 外務省資料等より作成
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最悪の悲劇を招いた29。このため国連は、イラク駐在要員の大幅削減と復興活動からの実

質的撤退を余儀なくされ、占領下のイラクにおける国連の存在感は失われていくこととな

った。 

その後、国連は占領下における活動を抜本的に見直し、安保理決議1483の枠組みの変更

を求めたが、米国は現状維持を主張し、国連活動の増強さえ望んだ。2003 年 10 月 16 日、

新たに採択された安保理決議1511においても国連への権限の移譲はなされず、占領当局が

復興の全権を掌握し続ける点において安保理決議1483と何ら変わるものではない上、逆に

これを固定化するものにしかならなかったとの評価もなされている30。 

 

（５）宗教勢力の台頭と民主化の阻害 

ア 宗教勢力の台頭 

亡命イラク人の親米政権が力を発揮できない

一方、イラク国内ではイラク・イスラム最高評

議会（ＳＣＩＲＩ）31などのシーア派を中心と

したイスラム勢力が台頭し、この時点で選挙を

行えばシーア派イスラム勢力が勝利することは

確実視されたため、米国は民主的選挙によるイ

スラム政権の誕生を危惧するようになる。こう

した状況を受け、ＣＰＡは暫定政権機構である

「統治評議会」を2003年７月に発足させたが、

ＣＰＡによって任命された評議会メンバー25

名のうち、13名がシーア派の亡命イラク人によ

って占められ、かつ、半数近くが戦前に何らか

の形でブッシュ政権との接点を持ち合わせていた政党関係者であった。その一方で、多く

のイラク人にとって信望の対象とされている国内の宗教指導者などの有力者は選考から除

外された32。こうした統治評議会に加わり親米姿勢を見せる勢力の存在は、反米的な武装

イスラム勢力からの反感を生み、同一宗派内における対立構造をも形成する原因となった

とも考えられる。 

統治評議会が発足した直後、イスラム教シーア派の指導者シスタニ師は「憲法はイラク

国民によって選ばれるべきで、外国が定めるものではない」との宗教令を発出したが、こ

れは憲法制定委員会を設置する権限を与えられた統治評議会の正当性に疑義を投げかける

ものであった。また、同師は2003年末の民主的な国会選挙を求めるデモを組織し、多くの

シーア派の政治家を結集させるなど影響力を強めた。こうしたシーア派の連携は現在の最

大与党である「統一イラク同盟」の核となったとされている33。 

 国連側もこうした意見を尊重するよう勧告したが、当局はこうした主張を無視する態度

を取った。この結果、民主化を進めるためにイラクに進軍したと主張する米国が、実際に

は民主化の動きを阻害する一方で、イラク国内で台頭しつつあるイスラム勢力がより早い

民主化を求めて米国と対立するという「矛盾した構造」が現れることとなった34。また、

イラク政治プロセス進展の経緯 

2003. 3.20  米英等による対イラク武力行使 
        5. 1  ブッシュ米大統領による 

「主要な戦闘終結」宣言 
        5.22  安保理決議1483採択 
        7.13  統治評議会発足 
  2004. 6. 1  イラク暫定政府発足、 

統治評議会解散 
6.28  イラク暫定政府に主権移譲 

  2005. 1.30  国民議会選挙 
4.28  移行政府発足 
10.15  恒久憲法制定国民投票 
12.15  恒久憲法に基づく国民議会選挙 

2006. 3.16  選挙結果の確定 
 5.20 議会の承認を受け、正式政府発足

     10. 8 連邦制実施法案を可決  

（出所） 防衛省資料等より作成
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このことは、イラク国民の政治参加の選択肢を閉ざしてイラク人への主権移譲を阻み、米

軍が長期に亘って軍事占領を続けざるを得ない環境を生み出したと指摘されている35。 

 その後、統治評議会は2003年７月末には憲法制定準備委員会を設置して憲法制定作業を

開始し、９月１日には閣僚を任命、10 月半ばには 2004 年度予算を発表するなど政府とし

ての機能を示し始めた。ただ、その働きは限定的なものに止まっており、政権崩壊とＣＰ

Ａによるバアス党追放により各地の行政機関等から幹部党員がいなくなった後、その行政

上の空白を埋める役割を果たしたのが宗教的指導者達であった。こうした背景には、フセ

イン体制崩壊後、政府に代わって治安維持、福祉、教育などの公共事業を担う能力を持つ

組織や制度はイスラム宗教勢力によるものしかなかったことなどが挙げられる36。 

イ 民主化過程における民族間・宗派間の抗争の発生 

 イスラム勢力の武装組織の確立は、反フセイン運動の過程でＳＣＩＲＩが最初に行った

ものであるが、イラク戦争後は、反米強硬派のサドル派勢力が独自の軍事組織（マフディ

ー軍）を立ち上げるなどの動きを示した37。こうしたイスラム勢力の武装化の流れは、イ

スラム勢力各派の政治的台頭とともに、治安悪化に対処するため各勢力自身が治安維持に

乗り出していかざるを得ない環境の発生が背景としてあった38。なお、武力を持つ宗派勢

力が政治における権力基盤となったことは、国家よりも宗派を重視する環境を生み、結果

的に政府に対する国民の信頼を損ねる原因ともなっていると考えられる39。事実、現マリ

キ政権が国民融和を達成できない理由として、同氏の政権基盤会派「統一イラク連合」内

のサドル派の存在が指摘されている40（なお、サドル派は2007年８月、会派を離脱）。 

 イスラム教スンニ派とシーア派の対立は７世紀以来続くものであるが、イラクにおいて

は2006年２月のシーア派施設爆破事件を契機に両派の宗派対立が激化した。加えて、国外

から流入したテロリスト等による一般市民への攻撃も増加し、多国籍軍やイラン治安部隊

への攻撃も激しさを増し、イラクは内戦状態として認識されるようになる41。このような

動きに関し、2005年の国民議会選挙、恒久憲法制定国民投票、2006年５月の正式政権発足

に至るプロセスにおいて、各政治勢力や宗教勢力が利権や権力を求めて抗争を続けたこと

により暴力事件が増加したとの指摘や、「イラクの選挙が、イラクの党派性、宗教間対立を

強めた」との分析も見られる42。すなわち、旧フセイン政権がスンニ派を厚遇する一方で

シーア派やクルド人を弾圧43していたという歴史的背景から、民主化の過程において各宗

派・民族が自身の利益や影響力を確保しようとする対立が顕在化し、国内治安が悪化する

状況の中で武力を伴うような権力抗争が顕著となったと考えられる44。 

こうした経緯から、イラクの国内情勢は、シーア派・スンニ派間の宗派対立、反米・反

政府勢力による攻撃、国際テロ組織の活動、シーア派の内部抗争などの「４つの紛争45」

が同時に進行する極めて複雑なものとなった。加えて、現在、イラク北部のクルド人地域

等の石油利権問題がイラクの復興問題と絡み、状況をより複雑にしつつある。 

 

３．イラク情勢と復興のゆくえ 

（１）米国による米軍増派とイラクの現状 
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2006 年 11 月の米国中間選挙における共

和党の敗退を受け、米国の対イラク政策の

見直しに向けた動きが活発化した。特に、

同月に提出された超党派の諮問機関「イラ

ク研究グループ（ＩＳＧ）」による報告は、

イラク政策の抜本的見直しを提言するもの

であった。 

2007年１月、ブッシュ大統領は新たなイ

ラク政策を発表し、ＩＳＧ報告とは逆行す

る形でイラクへの米兵 21,000 人の増派を

決定し、３月にはさらに4,700人の増派を

決定した。しかし、米国議会における米軍

撤退論の高まりを受け、戦費補正予算の成

立は困難を伴った。６月、米軍は過激派勢

力に対し、イラク戦争終結以来最大規模の

掃討作戦を実施したが、７月に提出されたイラク政策に関する中間報告でも大幅な進展は

示されず、与党内からもブッシュ政権に対する批判が強まっていた。 

こうした中、2007年９月10日及び11日、イラク駐留米軍のペトレイアス司令官は米議

会においてイラク情勢に関する報告を行い、その中で「増派の軍事的目的は概ね達成され

た」と宣言し、治安面で改善があったとして増派の効果を強調した。これを受け、ブッシ

ュ大統領は 13 日のテレビ演説において「増派は成功」との判断を示し、2008 年７月まで

にイラク駐留米軍を30,000人削減するとの「ペトレイアス司令官らの提案を受け入れる」

と述べ、９月中にアンバル州から約2,200人の海兵隊を撤収し、年内には陸軍戦闘旅団１

個も含めた計5,700人を削減し、2008年７月までに現在の20個戦闘旅団から15個旅団ま

でに削減する旨発表した46。しかし、14 日、議会に提出されたイラク政策に関する最終報

告によれば、７月の中間報告から進展が見られた項目は、旧フセイン派公職復帰のための

「非バアス党化法」制定等の一項目に過ぎず、増派は限られた範囲で一定の効果を上げた

に過ぎないと見られている（次頁参照）。また、掃討作戦の効果も、単にテロリストが他

地域に拡散したに過ぎないとの指摘もあり47、情勢の先行きは不透明である。 

イラクの国内政治状況は、国民融和を達成できないシーア派のマリキ政権に対する不信

感や親米姿勢への反発等の理由から、シーア派で反米強硬派のサドル派閣僚やスンニ派閣

僚のボイコット・政権離脱が相次いだほか、イラク議会においてはシーア派政党「ファデ

ィーラ党」や「サドル派」がシーア派連合会派「統一イラク同盟（ＵＩＡ）」からの脱退

を表明するなど、政治面における不安定化が顕著となっている。 

加えて、イラク北部・クルド人地域の石油都市キルクークの領有をめぐってトルコが反

発を強めており、トルコ軍によるクルド勢力への軍事行動の懸念など新たな問題も生じつ

つある。 

 

ペトレイアス・イラク駐留米軍司令官 

による米下院における証言の概要 

・イラク全体の死者数が、昨年12月から45％減少
・民族間・宗派間抗争の死者数は、同55％減少 
・400以上の兵器庫を発見 
・テロが減少したアンバル州の成果を強調 
・米軍の負担は限界に近く、2008年７月までに米軍
約３万人の削減を勧告 

（出所） 新聞報道等より作成

米国のイラク新政策の概要 

・優先課題はバグダッドの治安回復 
・米軍のイラクにおける現兵力13万人に加え、 
２万１千人をバグダッド、アンバル州に増派 
・イラク全土の治安維持権限を、2007年 11月 
までにイラク治安部隊に移譲 
・雇用増大計画など12億ドルの経済支援を実施 
・イラン、シリアの影響力を排除 

（出所） 新聞報道等より作成
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最終報告 ＧＡＯ 中間報告

① 憲法修正委員会設置と憲法修正の実施 ○ × ○

② 旧フセイン派の公職復帰のための非バアス化法制定・施行 ○ × ×

③ 石油収入の公平分配のための石油法の制定・施行 × × ×

④ 地方自治関連法の制定・施行と憲法修正の実施 ○ △ ○

⑤ 高等選挙委員会の設置、地方選挙法施行と地方選挙の実施 △ × △

⑥ 恩赦関連法の制定・施行 - × -

⑦ 民兵組織武装解除計画に関する法制定・施行 - × -

⑧ バグダッド治安計画を支持する政治、メディア等委員会設置 ○ ○ ○

⑨ 訓練されたイラク軍３個旅団のバグダッド投入 ○ △ ○

⑩ イラク司令官に対する治安計画実施の権限移譲 △ × ×

⑪ イラク治安部隊の公正な法執行 △ × ×

⑫ 宗派・党派にかかわらず違法者の摘発 ○ △ ○

⑬ 宗派間抗争の減少と地方民兵組織支配の排除 △ × △

⑭ バグダッドと近郊での米・イラク合同治安駐屯所の設置 ○ ○ ○

⑮ 単独作戦ができるイラク治安部隊の増強 × × ×

⑯ 少数党派の権利保護 ○ ○ ○

⑰ 基幹サービスを含む復興計画での公平な資金配分・支出 ○ △ ○

⑱ イラク政治家・官僚によるイラク治安部隊への妨害排除 × × ×

○＝「十分」（ブッシュ政権）、「達成」（ＧＡＯ）

×＝「不十分」（ブッシュ政権）、「未達成」（ＧＡＯ）

△＝「混在」（ブッシュ政権）、「一部達成」（ＧＡＯ）

－ ＝「評価には時期尚早」

評価
指標

イラク情勢評価報告書（最終、中間）と会計検査院（ＧＡＯ）報告の比較

　（出所）毎日新聞（2007.9.15）  

（２）復興の在り方と可能性 

2007年３月、中東諸国や国連安保理国等を中心に「イラク安定化会議」が開催され、５

月の同会議（外相級）では、イラクの経済的自立を目指す国際的枠組である「イラク復興

協定（イラク・コンパクト）」が承認されるなど、イラク復興に向けた国際的な動きが活

発化しつつある。麻生外相（当時）は５月の同会議において、我が国のイラクに対する50

億ドルの援助や60億ドルの債務削減等による支援について述べるとともに、難民対策等の

ため新たに１億ドルの支援を実施することを表明した。また、我が国は、2007年３月、ハ

キーム国民融和担当大臣らイラク人13名を招聘し、「国民融和セミナー」を開催するなど

の新たな取組にも着手しつつある。 

しかしながら、治安悪化の影響により復興への取組には限界があり、支援の枠組みを

いかに有効に活用してイラク復興へ繋げるかという展望は未だ明確に示されていない。

治安の改善が最重要課題であることは明白だが、イラクの治安部隊内にも宗派間の対立構

造が存在していることから、自派の民兵組織等に対する治安維持行動をせず48、逆に武力

衝突を起こすなど機能不全の状態にある。こうした状況では、一般市民が治安部隊よりも、

（自身の宗派の）民兵組織等に保護を求めるのは当然であり、従って、一刻も早い適切な

治安機構の構築と司法制度確立の必要性が指摘されている49。 

これを実現するため、根本的な宗派間・民族間の対立を是正し、国家としての一体性を
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強化しなければならないが、復興の利権を巡る対立も混乱の一つの要因である。イラク国

民においてもこうした認識は共有されており、外国からの援助資金及び石油利益の公正な

分配のプロセスこそが重要視されている。こうしたプロセスがないまま資金援助を繰り返

しても、むしろ利益の奪い合いを助長する結果となる50。利益の公正な分配と汚職の防止

を図った上で、投資の促進や技術者の育成により復興の鍵となる石油開発等を軌道に乗せ、

併せて、適切な財政・予算システムの構築とそのための官僚機構の養成51が必要である。 

以上のような宗派間・民族間の対立是正等による治安の回復、経済的な復興、法整備を

含む復興利益の公正な分配、汚職の防止と適切な財政・予算システムの構築といった一連

の取組がすべて同時並行的に推進される必要がある。ただ、こうした復興を妨げる多くの

問題が複雑な形で存在していることから、その実現が一朝一夕には困難なことも事実であ

る。今後、援助資金の提供に止まらず、イラクの混乱の諸原因と問題点に対する認識を踏

まえ、国際社会の協調の下でより適切な支援の実施に努めることが重要となろう。 
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